
事業実施期間：令和４年～令和１３年

藻場造成（御浜・紀宝工区） 4.0ha

藻場造成（波田須工区）2.0ha

藻場造成（賀田工区）2.0ha

藻場造成（紀北工区）4.0ha

藻場造成（方座浦工区）1.0ha

藻場造成（神前浦工区）1.0ha

藻場造成（相賀浦工区）1.0ha

藻場造成（神原・五ケ所工区）1.0ha

藻場造成（田曽浦工区）1.0ha

藻場造成（御座工区）1.0ha

藻場造成（浜島工区）1.0ha

藻場造成（片田・布施田工区）1.8ha

藻場造成（船越工区）1.0ha

藻場造成（大王工区）2.0ha

藻場造成（安乗工区）1.2ha

藻場造成（国崎工区）1.0ha

ネーミング事業実施期間：令和６年～令和１６年

＊記載している事業内容は、当初の予定であり、
年度途中で変更することがあります。

＊数量は事業計画のものです。

「海女漁業等環境基盤整備事業」
（三重保全三期地区）

＊ネーミング事業とは、藻場造成後
のモニタリング調査やソフト対策を
行う事業です。

三重県

令和5年度実施


